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令和７年６月２６日 

世田谷区みどり３３推進担当部 
 

令和７年度 世田谷区みどり３３推進担当部の主な事務事業 

 

１ 世田谷らしいみどりの保全・創出   

【みどり政策課】 

（１）民有地のみどりの保全 

・ 特別保護区、特別緑地保全地区、市民緑地制度、保存樹木・保存樹林地制度の

運用 

・ 国分寺崖線の保全啓発、名木百選のＰＲ 

・ 樹木の移植助成 

（２）地下水・湧水の保全 

・ 地下水・湧水調査 

・ 宙水の保全啓発 

（３）みどりに関するイベントや講習会の開催 

・ 落ち葉ひろいリレー 

・ せたがやガーデニングフェア２０２５ 

・ みどりの出前講座（対象の拡充） 

・ 緑化講習会（対象の見直し） 

（４）生物多様性の普及啓発 

・ まちの生きものしらべ 

・ 生きものを呼ぶちょこっと空間づくり講習会 

・ 世田谷生きもの会議 

・ 調査データの一元化と出版物等による普及啓発 

（５）ひとつぼみどりの創出 

・ 区民一人ひとりが身近な場所で、１坪程度の小さなみどりづくりを街なかに

広げる「ひとつぼみどり」運動の普及促進 

（６）緑化助成 

・生垣、植栽帯、シンボルツリー、屋上・壁面・事業用等駐車場緑化 

（７）みどりと花いっぱい協定 

   ・みどりと花いっぱい協定による区民参加の花づくり 

・緑化活動の推進 

（８）建築時における緑化の推進 

  ・緑化地域制度などに基づく緑化の推進及び維持管理巡回指導 

（９）フィールドミュージアムの整備 

  ・フィールドミュージアムのＰＲ 

（10）次期世田谷区みどりの基本計画（令和 10年度～令和 19年度）改定に向けた検討 

   ・2008年以降のみどり状況や施策の実績等の分析 

・オープンハウス等による区民意見の把握など 
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【公園整備利活用推進課】 

（１）農地保全の推進 

・ 農地保全方針の改定検討 

・ 関係所管等との連携による農業公園の管理運営方法の検討（仮称桜上水農業

公園、仮称等々力農業公園） 

 

２ 公園・緑地の計画的な整備 

【公園緑地課】 

（１）公園整備（新設・拡張） 

・ 公園新設整備  ２か所（仮称上祖師谷７－７公園、北烏山五丁目広場） 

・ 公園拡張整備  ２か所（くぬぎ公園、成城みつ池北緑地） 

【公園整備利活用推進課】 

（２）公園・緑地の用地取得 

・ 都市計画決定(新規) １か所（仮称粕谷四丁目緑地） 

・ 公園用地買収    ２か所（代沢せせらぎ公園、成城みつ池緑地） 

【公園緑地課・公園整備利活用推進課】 

（３）大規模公園の整備 

・上用賀公園拡張事業ＤＢО事業者選定に向けた要求水準書の作成、事業者公募

の開始、地区計画変更、拡張計画地暫定活用の検討（拠点スポーツ施設整備担

当課と協働） 

   ・仮称北烏山七丁目緑地基本計画検討（緑地開放、ワークショップ及び現地での

活動の実施等の住民協働）  

   ・玉川野毛町公園拡張事業 

    拡張予定地の整備工事 

    既開園区域の改修工事 

 

３ 公園等長寿命化改修計画に基づく取組み  【公園緑地課】 

（１）大規模公園及び主要施設の改修 

・ 大規模公園改修 ４か所（玉川野毛町公園、羽根木公園、大蔵運動公園、 

岡本静嘉堂緑地） 

・ 緑道改修    ２か所（烏山川緑道改修工事（若林 5-22先から 4-39先）、 

宇奈根下河原緑道改修工事（宇奈根 2-2先から 2-1 

先）） 

・ 公園・身近な広場改修 

 ２か所（赤羽根公園、明正公園） 

 

 

 

2 



3 

 

４ 寄附文化の醸成  【みどり政策課・公園緑地課・公園整備利活用推進課】 

（１）寄附制度のＰＲと周知 

・ 世田谷区みどりのトラスト基金のＰＲ・周知 

・ 公園緑地用土地の寄附受入のＰＲ・周知 

・ 寄附ベンチのＰＲ・周知 

・ 世田谷区みどりのトラスト基金を活用した区民体験イベント実施 

・ 等々力渓谷プロジェクト～みんなで育む緑と水～ふるさと納税のＰＲ・周知 

 

５ 税外収入の確保  【公園緑地課】 

（１）公園を活用した税外収入の確保 

・ 移動販売車の継続実施（世田谷公園） 

・ 便益施設運営事業者の公募実施（玉川野毛町公園） 

・ ネーミングライツの継続実施（世田谷公園ミニＳＬ） 

・ 公園駐車場運営事業者の運営（世田谷公園、羽根木公園、二子玉川公園） 
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令和７年 ２月 ５日 

みどり３３推進担当部 

み ど り 政 策 課  

 

みどりの基本計画の改定作業について 

 

１ 主旨 

２００８年に策定した前「みどりとみずの基本計画」にて「世田谷みどり３３」を掲

げ、２０１８年の改定で現行の「みどりの基本計画」にこれを引き継ぎ、２０３２年ま

でにみどり率３３％を達成するという目標に向かって、約２０年間に渡り様々な施策に

取り組んできた。一方で、２００８年以降みどり率はほぼ横ばいで推移している。 

現行計画の計画期間が令和９年度末で終了し、令和１０年４月に新たな計画に改定す

る予定であることから、みどり施策とみどりの状況等のデータとの相関について令和７

年度より分析を行い、これを踏まえて計画改定の検討を進める。 

 

２ みどり率の現状 

みどりを創出のための主たる施策である公園整備、建築に伴う緑化指導及び緑化助成

により、世田谷みどり３３を掲げた２００８年度から昨年度までの１６年間で２００ha

以上のみどりが創出されているが、区内のみどり率はほぼ横ばいの状況が続いている。 

 

   表１ みどり創出施策に係るみどり量〔２００８～２０２３年度〕 

施策 創出されたみどりの量（ha） 

  公園 ２０．２ 

  建築に伴う緑化指導 １８２．４ 

  緑化助成 １．０ 

合計 （ha） ２０３．６ 

合計 （区面積比 ％） ３．５ 

※緑化助成面積は生垣及び樹木本数からの推定緑化面積を含む 

   ※元々みどり面であった面積も数値に含む。 

 

  これは、創出量と減少量が拮抗していることによると考えられ、２０２１年度みどり

の資源調査では、減少要因は、敷地の細分化や、大規模敷地の土地利用転換・再整備、

農地の宅地化などと推察している。現在のみどり率の推移を踏まえると、現計画で中間

目標としている２０２７年みどり率２９％や２０３２年みどり率３３％については、再

度、検証する必要がある。 
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さらに、昨今、気候変動や多発する都市型水害、生物多様性の保全など様々な社会課

題に対応した街づくりが求められ、みどりの多面的な機能が改めて注目されている。こ

のような状況の中、現行計画はみどり率と区民満足度の２項目を数値目標としている

が、世田谷のみどりを把握するためには、既存指標以外にも、高木や壁面緑化等みどり

の様々な形態や生物多様性等の質を評価する、新たな指標の必要性を検証することが課

題である。 

 

グラフ１ みどり率の推移と目標値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ 施策別（土地利用別）のみどり面積の推移と目標量 

 実測値 

みどり面積 

平成28年（2016） 

実測値 

みどり面積 

令和3年（2021） 

5年間の増減 

（平成28年→令和3年） 

（2016年→2021年） 

10年間の目標量 

（平成30年→令和9年） 

（2018年→2027年） 

みどり率 25.18％ 24.38％ (設定なし) 29％ 

公園 267.19ha 273.88ha ＋6.69ha ＋40ha 

道路 120.68ha 103.78ha －16.90ha ＋20ha 

学校 78.77ha 76.75ha －2.02ha ＋10ha 

公共・公益施設 92.57ha 94.44ha ＋1.87ha ＋3ha 

民有地 724.68ha 701.54ha －23.14ha ＋157ha 

農地 93，60ha 85.43ha －8.17ha －10ha 

河川・水路 84.05ha 79.51ha －4.54ha 現状維持 

合計 1,461.54ha 1,415.33ha －46.21ha 220ha 
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３ 現「みどりの基本計画」の概要 

  別紙「概要版 世田谷区みどりの基本計画」のとおり 

 

４ みどりの基本計画の改定に向けた基本的な考え方 

区と区民・事業者がともに、多様なみどりを守り育て、その豊かな恵みを実感でき自

然と共生する街を実現するため、以下の考えのもと、計画改定を行う。 

（１）みどり施策の実績の分析 

２００８年から２０２１年の期間における、みどりの推移とみどり施策との関係を

分析し、これに基づき、目標や方向性について検証した上で、改定を進める。 

（２）みどりの効果の見える化の検討 

区民満足度や地表面温度等みどりの効果が示される指標とみどりの状況との相関の

分析や、区民がみどりの効果をどのように感じているかアンケート等を行い、みどり

の効果を計画の中でわかりやすく示していく。 

（３）新たな指標の追加の検討 

（１）（２）を踏まえて、新たな指標の追加を検討する。 

（４）取組みの見直し検討 

（１）～（３）を踏まえて、みどり施策の取組みの見直しを検討する。 

（５）区民参加により計画改定を進める 

みどりに関わる様々な方の意見を聞きながら検討を進める。 

 

５ 今後のスケジュール（予定）  

令和 ７年 ５月 プロポーザルによる業者選定 

     １２月 都市整備常任委員会（みどりの分析結果報告） 

令和 ８年 ２月 オープンハウス等 

７月 都市整備常任委員会（骨子案（たたき台）報告） 

 環境審議会（諮問） 

      ７月～１２月 区民参加ワークショップ（３回程度） 

     １２月 都市整備常任委員会（骨子案報告、令和８年度資源調査結果速報） 

令和 ９年 ９月 都市整備常任委員会（計画素案報告） 

         パブリックコメント実施（計画素案） 

      １１月 環境審議会（答申） 

令和１０年 １月 環境審議会（案の報告） 

 ２月 都市整備常任委員会（案の報告） 

３月 計画改定 
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世田谷区
SETAGAYA CITY

みどり３３推進担当部 みどり政策課
☎ 6432-7902

区では世田谷の良好なみどりを守り、育て、みどりの豊かさを

実感でき、みどりのある暮らしを楽しむことができる街をめざして、

様々な取組みを行っています。

アンケートでいただいた皆さんの声が、未来の世田谷のみどりに

つながります！ぜひご回答よろしくお願いします！

みどりに関するアンケートに
ご協力ください

 所要時間：７分程度

 個人が特定されることはありません。

 受付期限：令和7年9月30日（火）まで

回答方法

二次元コードからWEB
サイトへアクセス

• 「世田谷みどり３３」について
• 身近なみどりについて
• みどりに関する活動について
• みどりについて感じていること
• 区が取り組んでいる施策について

このアンケート結果を踏まえ、令和8年度に予定してい
る意識調査に向け、調査項目の検討をします。

アンケートの内容
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